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「コバルト及びその化合物」「エチルベンゼン」等

のリスク評価と化学物質の管理 

化学物質のリスク評価検討会委員 
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• 化学物質の種類は、約６万種類 
 

• 毎年約1,200物質が新規届出（年間100ｋｇ
以上製造又は輸入） 

 

• 尐量では年間13,500物質が申請（年間100
ｋｇ以下製造又は輸入） 

労働現場で取り扱われている化学物質 

１．職場における化学物質の安全性確保について 

業務上疾病発生状況（休業４日以上） 
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〈法律〉労働安全衛生法 

労働安全衛生規則 

有機溶剤中毒予防規則 

特定化学物質障害予防規則 

鉛中毒予防規則 

四アルキル鉛中毒予防規則 

石綿障害予防規則 

・・・・・・・・・ 

〈政令〉労働安全衛生法施行令 

労働安全衛生法の体系 

〈厚生労働省令〉 

製造禁止
（法55条） 

特別規則に基づく 

取扱等の管理（法22条） 

製造許可
（法56条） 

MSDS制度（※）に 

基づく自主管理（法57条の2） 

危険、有害性の調査 

（法28条の2 努力規定） 

一般的健康障害防止措置 

（法22条） 

動物に対する発
がん性があるもの 

強い変異原性
のあるもの 

新規化学物質の届出（法57条の3） 

※MSDS制度・・・化学物質の危険・有害性情報の提供制度 

労働者に重度の健康障害が 

生ずるもの（石綿等 8物質） 

労働者に重度の健康障害が生ずるおそれのある
もの（ジクロルベンジジン及びその塩等 7物質） 

労働者に健康障害が生ずる
おそれのあるもの（110物質） 

労働者に危険若しくは健康障害
が生ずるおそれのあるもの 

（640物質） 

健康障害防止のための
技術指針（通達） 
に基づく管理 

法第28条の技術上の指針（告示）
に基づく管理 

（国のリスク評価）   

規
制
の
程
度 

強 

労働安全衛生関係法令における化学物質関係の規則等の体系 
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化学物質対策の方向性 

これまでの対策（ハザードベースの規制） 

 ○労働者に健康障害を発生させた化学物質について、     
言わば後追い的に規制 

 

これからの対策（リスクベースの規制） 

 ○事業者がリスクアセスメントを実施し、その結果に基づ
き自主的な管理措置を実施 

 ○重篤な健康障害のおそれのある物質については、国自ら
リスク評価を行い、リスクが高い場合には規制 

特別規則による管理（110物質） 

MSDS 
危険有害性情報 

リスクアセスメント 

各事業場取扱い状況に応じた 

有害性情報の収集（国） ばく露実態調査（国） 

 

  重篤な有害性が指摘され、又は健康障害防止措置の導入が求められる物質等を広く募り、国の検討会で選定。選定物質は、
有害物ばく露作業報告（安衛則第95条の6）により（取扱量：500kg以上の）事業場数、作業実態等の報告が義務付けられる。 

 

リスク評価対象物質の選定 

国によるリスク評価 

ばく露評価 有害性評価 

 
リスク評価結果をもとに、健康障害防止措置を検討する 

健康障害防止対策の決定 

リスク評価 

有害物ばく露作業報告（国） 

特別規則による措置例 作業主任者の選任、 局所排気装置等の設置、 作業環境測定の実施、 特殊健康診断の実施等 

○ 有害物ばく露作業報告制度の創設（平成18年1月） 
○ 化学物質の有害性情報及びばく露情報をもとに、リスクを評価 
○ リスクが高いものについて、必要な規制を実施 

２．リスク評価制度について （１）概要 
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（２）リスク評価の推進体制（平成21年4月～） 

化学物質のリスク評価に係る企画検討会 

化学物質の健康障害防止措置に係る検討会 

化学物質のリスク評価検討会 有害性評価小検討会 

ばく露評価小検討会 

・評価対象物質の有害性評価（評価値の設定、
バイオの試験結果の評価を含む） 

・リスク評価方針の検討 

・毎年度のリスク評価対象物質の選定 

・リスク評価の周知・徹底等の方策の検討（リスコミ等） 

・評価対象物質の測定手法の決定 

・評価対象物質のばく露評価 

 ※企業情報を扱う場合には、非公開 
・規制措置等が必要とされた物質について、 

  健康障害防止措置の検討 

○ リスク評価対象物質の選定方針の明確化 
○ リスク評価、健康障害防止措置の検討プロセスの透明化 
○ リスク評価（科学べース）と措置の検討（政策ベース）の分離 

（３）リスク評価対象物質・案件の選定手順 

○ 対象物質・案件の選定手順の透明化・明確化 
○ 対象物質選定の考え方の策定 
○ 有害性情報等の提供が必要な物質の追加 

対
象
化
学
物
質
候
補
の
募
集 

物
質
選
定
の
考
え
方
の 

策
定 

有害物ばく露作業報告対象物質の選定手順 

対
象
化
学
物
質
の
選
定 

報 

告 

期 

間 

・パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
の
募
集 

・各
検
討
会
メ
ン
バ
ー
か
ら
の
募
集 

・企
画
検
討
会 

・企
画
検
討
会 

６月 

 

報 

告 

対 

象 

期 

間 
 

対
象
物
質
の
指
定
公
示
の
発
出 

７月 １２月 翌年１～１２月 翌〄年１～３月 
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有害性の重篤度と確からしさからみたリスク評価対象 

注 本表は労働者の健康障害のリスク評   
 価対象物質を検討する趣旨で作成した  
 もので、環境ばく露や消費者ばく露など、 
 ばく露形態、レベルが異なるリスクの評 
 価には活用できないものである。 

 対象物質・案件の選定の考え方 

○ 対象となる有害性の拡大（発がん性→重篤な毒性全般） 
○ 対象物質・案件として選定する際の判断情報の拡大 

 ばく露評価のスキーム（ガイドライン概要） 

12 

○ ２段階リスク評価方式の導入（ばく露作業の詳細な分析の実施） 
○ ばく露要因の解析スキームの整理 
○ ばく露調査スキームの見直し（統計的解析手法、ばく露推定モデルの導入） 

有害性評価 
（新たな有害性情報
があれば再評価） 

リスク低減 
措置を検討 

自主的対策 
の実施指導 

詳細リスク評価 

ばく露評価 

（追加調査結果を加味してばく露
レベル、規制の要否を再検証） 

該当事業場
の指導・監督 

詳細リスク 
評価へ移行 

リスクは低い 

初期リスク評価 

 

ばく露評価                       
（ばく露濃度の算定） 

 
 
 

 

有害性評価 
（ばく露限界値の算定） 

 
 
 

現時点でリス
クは高くない 

8TWA １次評価値 ２次評価値 

リスクの判定 

要因解析 

特定事業場の問題 工程共通の問題 

リスクの判定 

（４）評価スキーム 
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個
人
暴
露
濃
度
（
p

p

m
）
 

 

労働者No. 

一
次
調
査
事
業
場
数 

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

                  

ばく露レベル 

報
告
事
業
場
数 

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

                  

ばく露レベル 

作業実態の調査 
（１次調査） 

有害物ばく露作業報告 

濃度の実測 

作業実態の調査 
（事前調査） 

簡易なばく露推定モデル活用 
（コントロール・バンディング） 

より精緻な 
ばく露モデル活用 

 ばく露レベルが高い事業場の絞り込み 

 

有害性評価 ばく露評価 

（５）リスクの判定 
  

 リスク評価の手順の明確化 
  許容ばく露濃度（１次、２次評価値）と個人ばく露濃度（８時間 
 加重平均、８h.ＴＷＡ） とを比較する手順を標準化 
 
 母集団の最大値の推定 
   実測を行ったサンプル事業場での実測値をもとに、対象物 
 質の製造・取扱い作業全体のばく露レベルを推定する統計学 
 的推計方法を採用。 

１次評価値 
 労働者が毎日、当該物質にばく露した場合に、 
これに起因して１万人に１人の割合でがんが発 
生するであろうと推測される濃度  
  

個人ばく露濃度の最大値  

 個人ばく露濃度は、所定の方法で実測さ 

れたばく露量の総和を８時間（1日当たりの 

作業時間）で除した濃度値（ＴＷＡ8h）。 

 最大値： 

   ＴＷＡ8hの最大値、区間推定の上側
５％値のいずれか高い方 

２次評価値 

 労働者が毎日、当該物質にばく露した場合に、 

これに起因して労働者が健康に悪影響を受ける 

ことはないであろうと推測される濃度 

 

比較 



8 

 リスクの判定方法 

１次、２次評価値とばく露濃度（8h.TWA）の最大値又は母集団の 

区間推定値（上側5%値）を比較して、リスクを算定。  

15 

2次評価値 

１次評価値 

問題となった高い暴露 

90%区間推定（上側5％値） 

ばく露濃度の統計上の 

最大値が2次評価値超 

↓ 

問題のあるリスクであり、 

規制導入の対象 

ばく露濃度の統計上の 

最大値が1次評価値超 

↓ 

高いリスクであり、行政 

指導の対象 

 

 

３．リスク評価結果を踏まえた健康障害防止措置 

 標準的な検討スケジュール 

○ リスク評価（科学べース）と措置の検討（政策ベース）の分離 H21.4～ 

○ 健康障害防止措置の検討プロセスの透明化 
○ 事業者の実態、最新の技術開発を踏まえた対策の立案 

第
１
回

 

［STEP１］ 詳細リスク評価内容の説明（事務局） 

［STEP2］ リスク作業の実態の調査（事業者等からヒヤリング） 

［STEP3］ 健康障害防止措置の説明（事務局） 

措置毎の導入の必要性、導入方針の検討 

［STEP4］ 対策オプションの説明（事務局） 

最適な対策オプションの検討 

［STEP4］ 規制の影響分析の説明（事務局） 

［STEP5］ 措置の導入方針の提案（事務局） 

導入方針の検討 

（発散抑制装置、保護具メーカーからヒヤリング） 

検討会メンバー、 
事業者団体代表 

検討会メンバー、 
（事業者、メーカー） 

検討会メンバー 

第
２
回

 

第
３
回

 ［STEP6］ 導入方針のとりまとめ 
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（１）これまでのリスク評価の実施状況 

平成１８年度リスク評価結果（５物質） 
 リスク評価 

 
 
 
 

○エピクロロヒドリン 
○塩化ベンジル 

リスクは高くない 
（評価終了） 

○１，３－ブタジエン 
○ホルムアルデヒド 
○硫酸ジエチル 
 

特化則による規制 
（平成２０年３月施行） 

ホルムアルデヒド 特定第２類物質に指定 

1,3-ブタジエン サンプリング、保守点検の作業について、密閉化、
局所排気装置の設置等の措置 

硫酸ジエチル 触媒として使用する作業について、密閉化、局所排
気装置の設置等の措置 

平成１９年度リスク評価結果（１０物質） 
 リスク評価 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

リスクは高くない 
（評価終了） 

特化則による規制 
（平成２１年４月施行） 

ニッケル化合物 
（ニッケルカルボニルを除き、粉状の物に限る。） 管理第２類物質に指定 

砒素及びその化合物 
（アルシン及び砒化ガリウムを除く。） 管理第２類物質に指定 

○ ２，３－エポキシ－１－プロパノール 
○塩化ベンゾイル 
○オルト－トルイジン 
○クレオソート油 
○１，２，３－トリクロロプロパン 
○フェニルオキシラン 
○弗化ビニル 
○ブロモエチレン 

○ニッケル化合物 
○砒素及びその化合物 
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初期リスク評価 

平成２０年度リスク評価結果（２０物質） 

○２－クロロ－１，３－ブタジエン  

○コバルト化合物（塩化コバルト
及び硫酸コバルトに限る。）  
○酸化プロピレン  
○１，４－ジクロロ－２－ブテン  
○２，４－ジニトロトルエン  
○ジメチルヒドラジン  
○１，３－プロパンスルトン  

○２，３－エポキシプロピル＝フェニルエーテル  
○４，４’－ジアミノジフェニルエーテル  

○４，４’－ジアミノ－３，３’－ジメチルジフェニ
ルメタン  
○２，４－ジアミノトルエン  
○ヒドラジン（ヒドラジン一水和物を含む。）  
○４，４’－メチレンジアニリン  
○２－メトキシ－５－メチルアニリン  
○イソプレン  
○オルト－アニシジン  
○オルト－ニトロトルエン  
○ベンゾ［ａ］アントラセン  
○ベンゾ［ａ］ピレン  
○ベンゾ［ｅ］フルオラセン  １３物質 

リスクは高くない 
（評価終了） 

７物質 

リスク評価の結果、 
高いリスクが認められた 

 
平成２１年度 

  

初期リスク評価 詳細リスク評価 

平成２１年度リスク評価結果（１４物質） 

 

 

リスクは高くない 
（評価終了） 

○酸化プロピレン  

○１，４－ジクロロ
－２－ブテン  

○ジメチルヒドラジ
ン  

○１，３－プロパン
スルトン  

リスク評価の結果、 
高いリスクが認められた 

平成２２年度 
  

リスクが高く措置を要す 

○アクリル酸エチル 

○アセトアルデヒド 

○インジウム及びその化合物 
○エチルベンゼン 
○コバルト及びその化合物 
 （塩化及び硫酸コバルトを除く） 
○酢酸ビニル 
○１，２－ジブロモエタン 
 

特化則による規制 
（平成２１年４月施行） 

酸化プロピレン 

1,1-ジメチルヒドラジン 

特定第２類物質に指定 

特定化学設備、局所排気装置の設置、作業環境測定、特殊健康診断等 

1,4-ジクロロ-2-ブテン サンプリング、保守点検の作業について、密閉化、局所排気装置の設置
等の措置 

1,3-プロパンスルトン 設備の密閉化、経皮ばく露防止のための漏えい防止措置 

中
間
報
告(

統
合) 

○２－クロロ－１，
３－ブタジエン  

○２，４－ジニトロ
トルエン 

○コバルト化合物
（塩化コバルト及
び硫酸コバルトに
限る。）  

リスクは高くない 
（評価終了） 
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初期リスク評価 詳細リスク評価 

○酸化チタン 
○1,3-ジクロロプロペン 
○ジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェ
イト(DDVP) 

○パラ-ジクロロベンゼン 
○4-ビニル-1-シクロヘキセン 

○インジウム及びその化合物 

○エチルベンゼン 

○コバルト及びその化合物 

平成23年10月頃から、健康障害防止措置の検討を予定 

リスクが高く措置を要す リスク評価の結果、 
高いリスクが認められた 

平成２３年度 
  

○オルト－ニトロアニソール 
○カテコール 
○ニトロメタン 

○酢酸ビニル 

○1,2-ジブロモエタン 

リスクは高くない 
（評価終了） 

平成２２年度リスク評価結果（１３物質） 

 

リスクは高くない 
（評価終了） 

○ 平成２２年度に調査を行ったリスク評価の結果、３物質について健康障
害防止措置を検討 

概要 

インジウム及びその
化合物 

インジウム化合物の製造・取扱い作業 

金属インジウムの溶融を伴う作業 

エチルベンゼン エチルベンゼンを用いた塗装の作業 

コバルト及びその化
合物 

コバルト及びその化合物の製造・取扱い作業 

健康障害防止措置検討会の検討対象 

リスク評価報告書を受け、措置を検討予定（平成２３年１０月~） 

（２）今回のリスク評価に基づく措置の検討 
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① エチルベンゼンのリスク評価結果 

リスク評価結果の概要 

有害性評価結果 

2次評価値： 20 ppm 

 

ばく露評価結果 

個人ばく露測定 ： 131人 

うち 24人(18%)が20ppm
を超えた 

24人は塗料の溶剤として
エチルベンゼンを使用 

 

要因分析の結果、
作業工程共通の
問題であり、措置
が必要と評価 

リスク評価 

 物理化学的性質 

✔無色の液体 ✔沸点136℃ ✔蒸気圧0.9kPa（0.009気圧） 

 有害性評価 

 IARC（国際がん研究機関*WHOの外部機関） 

   区分：2B（ヒトに対する発がん性が疑われる） 

蒸気は目、鼻粘膜等に強い刺激性 

発がん性：長期吸入ばく露試験（ラット）  750ppm群の雄ラットは対照に比して

著しく生存数が減尐、尿細管腺腫、腺腫とがんの混成誘発、尿細管における過
形成の発生 

反復ばく露：6ヶ月吸入ばく露試験（ラット） 400 ppmで肝臓及び腎臓の重量増加、
1,250 ppmで肝細胞及び尿細管上皮の混濁腫脹 

聴力の低下：13週間吸入ばく露試験（雄ラット） 400 ppmで、聴力の低下 

 ACGIH（米国産業衛生専門家会議） 

   A3（動物実験では発がん性が確認されたがヒトとの関連が未知） 

   TLV-TWA ： 20 ppm 

 1次評価値：1.9 ppm 

 2次評価値：20 ppm 

① エチルベンゼンのリスク評価結果 
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リスク評価 

 ばく露評価結果 

有害物ばく露作業報告のあった事業場数：9,849（うち92%がｶﾞｿ
ﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ) 

ばく露実態調査事業場数：16 

高いばく露が見られた作業 

造船業における、大型の塗装ブース又は屋外で、船体ブロック
等を塗装 

スプレー又は刷毛塗りによる塗装作業 

屋内では全体換気装置を設置（局排・プッシュプルはなし） 

作業者は有機ガス用防毒マスク（一部ではエアラインマスク）を
使用 

 

要因分析の結果、作業工程共通の問題であり、措
置が必要と評価 

① エチルベンゼンのリスク評価結果 

ばく露実態調査の結果 
 個人ばく露測定 16事業場の131人の労働者に実施 

– 測定データの最大値（実測値）         226 ppm 

– 全データの区間推定上側限界値（計算値）  187 ppm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

要因分析の結果、塗装作業について措置が必要と評価 

用 途 等 
対象事

業場数 

個人ばく露測定結果(ppm)  
作業環境測定結果（Ａ測定準拠） 

(ppm) 

測定数 
8時間ＴＷＡ

の平均 
最大値 

単位 

作業場数 
平均 最大値 

ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝの製造、又は

ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝを原料とした

製品の製造 

6 32 0.124 3.83 13 0.211 7.29 

塗料の溶剤としての使用 5 75 9.90 226 7 1.08 23.7 

ガソリンスタンドでの使用  5 24 0.009 0.019   －  －  － 

合   計  16  131  0.940 226   20 0.325 23.7  

① エチルベンゼンのリスク評価結果 
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1m4 1ｊ1 1ｊ3 1ｊ4 1k1 1m6 1l1 1n4 1g1 1n1 1m1 1m3 1g2 1g7 1g3 1b2 1g5 1d6 1e2 1e1 1d2 1d1 a29 1h2 1a1 1a2 1f2 1c3 1c10 a13 a6 a15 b5 1c7 1i12 b10 b14 1h6 1f1 1h9 a22 b13 1i11 a10 a20 a4 a2 b1 1i9 b16 a5 1i5 a28 b9 1i10 a17 b20 a26 b6 a3 a19 b19 1i7 b7 b15 b17 

一次評価値：1.9 ppm 

二次評価値：20 ppm 

エチルベンゼンの個人ばく露測定結果(初期＋詳細) 
（8時間TWA) 

事業場/データ番号 

ppm 

全て塗装
の作業 

判定結果（措置の要否） 
以上のようなことから、塗料の溶剤としてエチルベンゼンを使用して塗
装を行う事業場においては、健康障害防止のための措置が必要であると
考えられる。 

                                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
要因分析の結果、塗装作業について措置が必要と評価 

区  分 

８時間TWAと評価値との比較 
(対象労働者数(人)、かっこ内は構成比(%)) ８時間T

WA最大
値(ppm) 

判定 
結果 二次評価

値超 
一次～二
次評価値 

一次評価
値以下 

全 体 

全  体 
24 

(18) 
44 

(34) 
63 

(48) 
131 

(100) 
226 － 

ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝの製造、又はｴ
ﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝを原料とした製
品の製造 

0 
(0) 

3 
(9) 

29 
(91) 

32 
(100) 

3.83 不要 

塗料の溶剤としての使用 
24 

(32) 
41 

(55) 
10 

(13) 
75 

(100) 
226 要 

ガソリンスタンドでの使用 
0 

(0) 
0 

(0) 
24 

(100) 
24 

(100) 
0.019 不要 

① エチルベンゼンのリスク評価結果 
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リスク評価結果の概要 

有害性評価結果 

2次評価値： 0.02 mg/m3 

 

ばく露評価結果 

個人ばく露測定 ： 96人 

うち 16人(17%)が0.02 
mg/m3 を超えた 

16人は合金の製造、コバ

ルト化合物の製造、メッ
キの作業等に従事 

要因分析の結果、
作業工程共通の
問題であり、措置
が必要と評価 

② コバルト及びその化合物のリスク評価結果 

 リスク評価の概要 

• コバルト（金属） 

 用途：磁性材料、特殊鋼、超硬工具、触媒 

• 塩化コバルト 

 用 途：乾湿指示薬、陶磁器の着色剤、メッキ、触媒の製造、保健用医薬品、
毒ガスの吸着剤 

• 硫酸コバルト 

 用 途：コバルト塩の原料、蓄電池、メッキ、ペイント・インキの乾燥剤、陶磁器
の顔料、触媒 

  有害性評価結果 

 IARC（国際がん研究機関：WHOの組織）による区分 

 コバルトと炭化タングステンとの合金（超硬合金） ２Ａ（ヒトに対しておそらく発がん性がある） 

 その他の金属コバルト及びコバルト化合物  ２Ｂ（ヒトに対する発がん性が疑われる） 

 皮膚感作性：アレルギー性接触皮膚炎等 

 呼吸器感作性：気管支喘息等 

 反復投与毒性（吸入）：変性、間質性肺炎、Ｘ線像異常、肺機能異常等 

 １次評価値：設定せず 

 2次評価値： 0.02 mg/m3(Coとして) 

 

② コバルト及びその化合物のリスク評価結果 
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有害物ばく露作業報告の提出状況 
  ・296事業場から885作業の報告 
  ・作業従事労働者数：13,742人（延べ） 
  ・局所排気装置の設置：78％ 
  ・防じんマスクの使用：67％ 
 

○ ばく露評価の概要 

金属コバルト コバルト化合物 計 

実態調査事業場 6事業場 17事業場 23事業場 

個人ばく露測定 35人 61人 96人 

A測定 4単位作業場 24単位作業場 28単位作業場 

スポット測定 25地点 48地点 73地点 

② コバルト及びその化合物のリスク評価結果 

リスク評価の概要（金属コバルト） 

測定データの最大値：        0.875 mg/m3 

全データの区間推定上側限界値：0.271 mg/m3 

高いばく露が見られた作業 
コバルト原料を溶解炉で溶解して合金を製造する作業 

鋳込み、合金の切断、研磨、製品の充填等の作業においても高いばく露 

 

 

 

 

 

 

 

要因分析の結果、作業工程共通として措置が必要と評価 

0.00 

0.10 

0.20 

0.30 
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1.00 

a5 a8 f4 c4 d3 a13 f3 c2 1g-1 1g-2 a7 i4 1g-4 i1 1g-3 i3 d2 1g-5 1g-6 d1

mg/m3

二次評価値（ACGIH TLV） = 0 .02 ｍｇ/ｍ3

コバルト（金属）の個人ばく露測定結果
（8時間TWA、ワースト20データ、H20/21/22合算）

② コバルト及びその化合物のリスク評価結果 
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リスク評価の概要（コバルト化合物） 

測定データの最大値：        0.144 mg/m3 

全データの区間推定上側限界値：0.034 mg/m3 

高いばく露が見られた作業 
コバルト化合物の袋詰めの作業 

コバルト化合物を溶解槽に投入する作業（その後の清掃等を含む） 

コバルト化合物を用いたメッキ作業（電極の取扱い作業） 

 

 

 

 

 

 

 

要因分析の結果、作業工程共通として措置が必要と評価 
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（8時間TWA、ワースト20データ)(H20/21/22合算)

二次評価値＝0.02ｍｇ/ｍ3

② コバルト及びその化合物のリスク評価結果 

判定結果（措置の要否） 
以上のようなことから、コバルト及びその化合物を製造又は取り扱う作業
においては、一部の作業を除き、健康障害の防止のための措置が必要であ
ると考えられる。 

 
                                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
要因分析の結果、一部の作業を除き措置が必要と評価 

区 分 
措置の
要否 

措置を要する
根拠 

リスク低減措置の方針 

金属コバルトを取り扱う作業 
（下記以外） 

要 
粉じん、ヒュー
ムの発散 

発散抑制措置、呼吸用保護
具の使用等を考慮 

金属コバルトを物理的な変化を加
えずに取り扱う場合 

不要 － 

コバルト化合物を製造する作業 要 
粉じん、ミスト
の発散 

発散抑制措置、呼吸用保護
具の使用等を考慮                

コバルト化合物を取り扱う作業 
   （下記以外） 

要 
粉じん、ミスト
の発散 

発散抑制措置、呼吸用保護
具の使用等を考慮                

コバルト化合物を触媒として使用
する作業 

不要 － 

コバルト化合物（粉状のものを除く
）を物理的な変化を加えずに取り
扱う場合 

不要 － 

② コバルト及びその化合物のリスク評価結果 
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• 一般的な健康障害防止措置のオプション 

措置内容 

情報提供（表示） 
労働衛生教育 

発散抑制措置（密閉化） 
発散抑制措置（局所排気装置等） 
漏えいの防止（特定化学設備） 

作業環境改善（休憩室、洗浄設備等） 
作業管理（作業主任者、作業記録） 
作業管理（呼吸用保護具等） 

作業環境測定 
特殊健康診断 

その他必要な措置 

健康障害防止措置検討会の検討結果を踏まえ必要な規則の整備を行う 

 規制措置の導入までの手続き 

 これまで 
 リスク評価検討会報告書の公表（2011年7月14日） 

 

 今後の予定 
 健康障害防止措置検討会開催（2011年10月以降） 
       〃     検討会報告書公表 
 特殊健康診断項目、作業環境測定方法等の検討 
 ＷＴＯ通報手続き 
 アクション・プログラム手続き 
 ＲＩＡ（規制影響分析）手続き 
 パブリックコメント手続き 
 労働政策審議会諮問・答申 
 政省令等の公布 
 関係告示の改正 
 改正政省令等の施行（施行日未定、経過措置あり） 
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（３）今後の予定 

平成23年度リスク評価 
– 詳細リスク評価 
• 酸化チタン(Ⅳ) 
• 1,3-ジクロロプロペン 
• DDVP 
• パラ-ジクロロベンゼン 
• 4-ビニル-1-シクロヘキセン 
 

– 初期リスク評価 
• アンチモン、2-アミノエタノール、DEHP、MDIを予定 

 
平成２３年度中にばく露実態調査を実施 
平成２４年夏頃を目途にリスク評価書をとりまとめ予定 

 
 

ご清聴有り難うございました。 


